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日本の省エネは石油危機を発端として始まりました。「エネルギーの使用の合
理化等に関する法律（省エネ法）」として、１９７９年に整備され、その後基準
がしだいに強化されましたが、住宅は省エネ基準への適合を義務付けられるもの
ではありませんでした。しかし、２０１２年の時点でも省エネ基準を満たす住宅
は全体の５％で、無断熱の住宅が３９％を占めていたという状況もあり、２０１
７年からは住宅にも規制が義務化されることになりました。
２０１７年に公布された建築物のエネルギー消費の向上に関する法律では、そ

れまでにあった「省エネ法に基づく省エネ処置の届け出」等は廃止となり、新し
く「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」による手続きが必要にな
りました。
建築主は、第１種特定建築物（2,000㎡以上の非住宅建築物で不特定多数が利

用する用途の建築物）の新築時に、エネルギー消費性能基準（省エネ基準）への
適合義務が課されることになったほか、３００㎡以上の建築物は第２種特定建築
物として用途に関係なく、新築や増改築を行う場合に、省エネ計画を工事着工の
２１日前までに、所管行政庁へ届け出る義務が課せられました。従って、住宅で
も３００㎡を超える場合は届け出の対象になります。また、住宅以外では省エネ
処置の維持管理状況を所管行政庁へ定期報告することが義務付けられ、維持管理
状況が不十分な場合には是正勧告が出されることになりました。

サクラインターナショナルは、世界各国で開催されるMICEの主催者や参加企業をサポートし、
その展示ブースやイベント・ステージの企画立案、デザイン、装飾施工、運営・演出はもちろん
のこと、会場全体の利用計画・外装等の企画・デザイン・施工、事務局代行業務など、ワンスト
ップサービスで提供するプロデュース企業です。
日本から世界へ、世界各国から日本へ、世界から世界へと地球規模でビジネスが展開される時

代に合わせて、サクラインターナショナルはお客様のMeeting（会議、研修）、Incentive Travel
（招待、視察などの旅行）、Convention/Congress（学会、国際会議）、Exhibition/Event（展示
会、各種イベント）など、お客様のビジネス機会の創出・市場拡大のきっかけをプロデュースし、
お客様のグローバルビジネスを成功に導くサポートを行なっております。

◆江東区木場2-17-13（住居表示）◆2018年12月入居 ◆TEL：080-1456-7960 吉永
著者 西山

＊．先月の問い合わせ件数　 １９８件

用　 途 敷 　地 建　 物 地 　域 条　 件 入居日

倉庫（ﾌﾟﾛﾚｽ練習場） － 50坪位 江東区新木場 40万円前後 即検討

倉庫（ﾛﾎﾞｯﾄ検査場） － 50坪位 江東区新木場 相場 即検討

倉庫事務所（電子機器仕上げ検品） － 600坪 湾岸ｴﾘｱ 相場 有れば検討

倉庫（ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ）2階建迄 100～200坪位 150坪位 江東区近郊 相場 即検討

倉庫（ﾈｯﾄ通販会社） 200坪位 300～400坪 新木場･辰巳 150万位 有れば検討

倉庫（八百屋） １５０坪 100坪 江東区内 100万位 即検討

事業用地（ﾚﾝﾀｶｰ会社） 200～300坪位 － 江東区 相場 有れば検討

駐車場（運送会社車両置き場） 50～100坪 － 江東区湾岸ｴﾘｱ 相場 有れば検討

駐車場（ﾄﾗｯｸ置き場）台貸し 4t～8t車 － 江東区湾岸ｴﾘｱ 相場 有れば検討

駐車場（ﾄﾚｰﾗｰﾍｯﾄﾞ置き場） 200坪位 － 船橋周辺 相場 有れば検討

借りたいリスト（問い合わせ物件の一部）

「生産緑地地区の２０２２年問題。土地・住宅市場への影響は限定的。」

日頃は弊社アーバンタイムスをご愛顧頂き誠に有り難う御座います。

今回は「生産緑地地区の２０２２年問題」を特集したいと思います。

皆様はこの２０２２年問題をご存知でしょうか。

生産緑地とは、地方自治体が指定する、保全される農地のことです。

都市の環境保全のため、農地の持つ緑地としての機能に着目した制度といえます。

生産緑地の指定を受けると、農地以外には使用できません。

しかし指定されて３０年が経過した場合、または従事者の死亡などで農業ができない

状態になれば、自治体への買取の申し出が可能です。また税制面では、宅地並みに課

税される三大都市圏の特定市の市街化区域内農地も、指定されると農地並みの扱いと

なります。指定を受ける条件は、５００平方メートル以上の規模であることと農業の

継続が可能なことなどです。

この生産緑地の３０年経過後の所有者からの買取り申出によって多くの生産緑地が

一度に宅地として市場に放出され、不動産市場へ影響を与える懸念が２０２２年問題

です。下図にあるように東京都は関東４県中最も面積が広い状況です。

しかし、２０１６年４月に生産緑地法の改正を含む、都市緑地法等の改正法案の成

立により、土地・住宅市場への放出抑制が行われるため、影響は一定程度抑えられて

いる。

結論としては、３０年経過後の買取り申出の不動産市場への影響が限定的である。

勿論、都市から農地が失われるという都市農業振興及びまちづくりとしての問題はあ

ります。


